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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　減圧処理室に、第一のガスを供給するための第一のガス導入機構と、前記減圧処理室を
構成し外部から供給される電界によりその内側でプラズマが生成される誘電体窓と、前記
減圧処理室内に配置され前記プラズマにより処理される試料がその上面に載置される試料
台と、前記処理中に前記試料にバイアス電圧を発生させるための第一の高周波電力を前記
試料台に供給する第一の高周波電源とを備えたプラズマエッチング装置において、
  前記減圧処理室内に第二のガスを前記誘電体窓よりも前記試料に近い位置から供給する
第二のガス導入機構と、前記試料台に第一の高周波電源とは異なる周波数のものであって
前記試料の外周周辺にプラズマを発生させるための第二の高周波電力を供給する第二の高
周波電源とを備えたことを特徴とするプラズマエッチング装置。
【請求項２】
　請求項１記載のプラズマエッチング装置において、
  前記第二のガスは、前記試料の最外周から前記試料直径の１／５以内の位置から供給さ
れるものであることを特徴とするプラズマエッチング装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のプラズマエッチング装置において、
  前記第二の高周波電力の周波数が４ＭＨｚ以上で、かつ、前記第一の高周波電力の周波
数が前記第二の高周波電力の周波数より低いことを特徴とするプラズマエッチング装置。
【請求項４】
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　請求項１乃至３の何れか一項に記載のプラズマエッチング装置において、
  前記プラズマを生成するための電界がマイクロ波のものであって、かつ、前記減圧処理
室内に磁場を供給するためのソレノイドコイルとを備えたことを特徴とするプラズマエッ
チング装置。
【請求項５】
　請求項１記載のプラズマエッチング装置において、
  前記試料台の外周部に誘電体製のリングを有しており、このリング上に前記第二のガス
の導入穴を有することを特徴とするプラズマエッチング装置。
【請求項６】
　請求項３に記載のプラズマエッチング装置において、
  前記試料台の外周部に誘電体製のリングを有しており、このリング上に前記第二のガス
の導入穴を有することを特徴とするプラズマエッチング装置。
【請求項７】
　請求項５記載のプラズマエッチング装置において、
  前記第二のガスの導入穴は、前記リング内に設けられた円周状のスリットであることを
特徴とするプラズマエッチング装置。
【請求項８】
　請求項５記載のプラズマエッチング装置において、
  前記第二のガスの導入穴は、ピッチａで前記リングに沿い、かつ前記試料の最外周から
の距離がｂとなるように配置され、ａ／ｂが１以下であることを特徴とするプラズマエッ
チング装置。
【請求項９】
　請求項５記載のプラズマエッチング装置において、
  前記第二のガスの導入穴は、前記試料の最外周からの距離がｂ、前記誘電体窓からの距
離がｃとなるように配置され、ｂ／（ｂ＋ｃ）が０．５以下であることを特徴とするプラ
ズマエッチング装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載のプラズマエッチング装置において、
  前記第二のガスは、酸素ガスもしくはフロロカーボンガスであることを特徴とするプラ
ズマエッチング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置等の製造に用いるプラズマエッチング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の加工に用いられるプラズマエッチング装置は、減圧処理室内において反応
性ガスをプラズマで解離することによってイオンとラジカルを生成し、このイオンとラジ
カルを試料表面に照射することで試料を加工するものである。プラズマを発生させるため
のエネルギーは電磁波によって与えるのが一般的であるが、この電磁波の投入方法の観点
から、プラズマエッチング装置は大きく二つの方式に分類される。ひとつは、平行平板プ
ラズマやマグネトロンＲＩＥなどのように電磁波を発生させるためのアンテナ電極を減圧
処理室内に有する有電極放電方式である。もうひとつは、マイクロ波プラズマ（例えば特
許文献１）、誘導結合プラズマ（例えば特許文献２）のようにアンテナ電極を減圧処理室
の外部に有し、減圧処理室と外部を分ける誘電体製の窓を介して電磁波を導入する無電極
放電方式である。半導体装置の製造工程のうち、トランジスタを形成する工程（フロント
エンドプロセス）では、アンテナ電極の腐食による放電特性の経時変化や、腐食されたア
ンテナ電極から発生する重金属によるトランジスタ特性の劣化を防止するため、無電極放
電方式が用いられてきた。無電極放電方式は、誘電体製の窓の減圧処理室側に不均一なプ
ラズマを生成する特徴がある。したがって、大口径の試料で均一なエッチングを行うため
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には、誘電体製の窓から試料を十分離して、拡散によってイオンを均一化する方法が用い
られてきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－６４８８１号公報
【特許文献２】特表２００６－５１７７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年の研究により、単に誘電体製の窓から試料を十分離す方法ではラジカルを十分均一
化できないことが明らかになってきた。そこで発明者等は、特許文献１に記載されている
技術、即ち微量の流量制御が必要な添加ガスを試料周囲に導入することによる均一性向上
の効果について検討した。
【０００５】
　しかしながら、添加ガスとして所望のラジカルを発生しやすいガスを試料の外周から添
加しても、均一性改善に関しては、ほとんど効果がないことがわかった。
【０００６】
　本発明の目的は、無電極方式のプラズマエッチング装置において、ラジカル密度を均一
化し、エッチングの均一性を向上させることのできるプラズマエッチング装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための一実施形態として、減圧処理室に、第一のガスを供給するた
めの第一のガス導入機構と、前記減圧処理室を構成し外部から供給される電界によりその
内側でプラズマが生成される誘電体窓と、前記減圧処理室内に配置され前記プラズマによ
り処理される試料がその上面に載置される試料台と、前記処理中に前記試料にバイアス電
圧を発生させるための第一の高周波電力を前記試料台に供給する第一の高周波電源とを備
えたプラズマエッチング装置において、前記減圧処理室内に第二のガスを前記誘電体窓よ
りも前記試料に近い位置から供給する第二のガス導入機構と、前記試料台に第一の高周波
電源とは異なる周波数のものであって前記試料の外周周辺にプラズマを発生させるための
第二の高周波電力を供給する第二の高周波電源とを備えたことを特徴とするプラズマエッ
チング装置とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明を適用すれば、試料外周部のラジカルの低下を補うことができるため、均一なエ
ッチングが可能な無電極方式のプラズマエッチング装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施例に係る誘導結合プラズマエッチング装置の全体概略構成図
である。
【図２Ａ】図１に示す誘導結合プラズマエッチング装置の試料台の上観図である。
【図２Ｂ】図１に示す誘導結合プラズマエッチング装置の試料台近傍のラジカル分布の等
高線を示す図（ガス導入用穴間隔が小さい場合）である。
【図２Ｃ】図１に示す誘導結合プラズマエッチング装置の試料台近傍のラジカル分布の等
高線を示す図（ガス導入用穴間隔が大きい場合）である。
【図２Ｄ】図１に示す誘導結合プラズマエッチング装置の試料台において、円周方向のラ
ジカル濃度ムラと、ａ(ガス導入用穴のピッチ）／ｂ（試料とガス導入用穴との間の距離
）との関係を示す図である。
【図２Ｅ】図１に示す誘導結合プラズマエッチング装置の他の試料台の図であり、上図が
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上観図、下図がＸ－Ｘ断面図である。
【図３Ａ】試料表面近傍の酸素ラジカル濃度分布図である（試料近傍での添加ガス無、高
周波電圧印加無の場合）。
【図３Ｂ】図３Ａに示す酸素ラジカル濃度分布でのシリコン基板エッチング後のラインパ
ターン寸法の径方向分布図である。
【図４Ａ】試料表面近傍の酸素ラジカル濃度分布図である（試料近傍での添加ガス有、高
周波電圧印加無の場合）。
【図４Ｂ】図４Ａに示す酸素ラジカル濃度分布でのシリコン基板エッチング後のラインパ
ターン寸法の径方向分布図である。
【図５Ａ】試料表面近傍の酸素ラジカル濃度分布図である（試料近傍での添加ガス有、高
周波電圧印加有の場合）。
【図５Ｂ】図５Ａに示す酸素ラジカル濃度分布でのシリコン基板エッチング後のラインパ
ターン寸法の径方向分布図である。
【図５Ｃ】試料表面近傍の酸素ラジカル濃度分布図である（誘電体窓の最外周からの添加
ガス有、高周波電圧印加有の場合）。
【図５Ｄ】図５Ｃに示す酸素ラジカル濃度分布でのシリコン基板エッチング後のラインパ
ターン寸法の径方向分布図である。
【図５Ｅ】試料表面近傍のラジカル密度の均一性と、ｂ（ガス導入穴と試料との間の距離
）／｛ｂ＋ｃ（ガス導入穴と誘電体窓との間の距離）｝との関係を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施例に係る有磁場マイクロ波プラズマエッチング装置の全体概
略構成図である。
【図７Ａ】試料表面近傍のＣｘＦｙ系ラジカル濃度分布図である（試料近傍での添加ガス
無、高周波電圧印加無の場合）。
【図７Ｂ】図７Ａに示すＣｘＦｙ系ラジカル濃度分布でのＳｉ３Ｎ４膜エッチング後のラ
インパターン寸法の径方向分布図である。
【図８Ａ】試料表面近傍のＣｘＦｙ系ラジカル濃度分布図である（試料近傍での添加ガス
有、高周波電圧印加無の場合）。
【図８Ｂ】図８Ａに示すＣｘＦｙ系ラジカル濃度分布でのＳｉ３Ｎ４膜エッチング後のラ
インパターン寸法の径方向分布図である。
【図９Ａ】試料表面近傍のＣｘＦｙ系ラジカル濃度分布図である（試料近傍での添加ガス
有、高周波電圧印加有の場合）。
【図９Ｂ】図９Ａに示すＣｘＦｙ系ラジカル濃度分布でのＳｉ３Ｎ４膜エッチング後のラ
インパターン寸法の径方向分布図である。
【図１０】本発明の第３の実施例に係るマイクロ波エッチング装置の全体概略構成図であ
る。
【図１１】試料外周部における有機膜の加工形状を示す断面図である（試料近傍での添加
ガス無、高周波電圧印加無の場合）。
【図１２】試料外周部における有機膜の加工形状を示す断面図である（試料近傍での添加
ガス有、高周波電圧印加無の場合）。
【図１３】試料外周部における有機膜の加工形状を示す断面図である（試料近傍での添加
ガス有、高周波電圧印加有の場合）。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明者等は、添加ガスとして所望のラジカルを発生しやすいガスを試料外周から導入
しても、均一性が改善されない理由について検討を行なった。その結果、例えば酸素ラジ
カルやフロロカーボン系のラジカルは、減圧処理室内壁における消滅確率が高いため、誘
電体窓近傍のプラズマ発生領域から試料に拡散する間に減圧処理室内壁近傍のラジカルが
消滅し、試料近傍では、外周部のラジカル密度が低下すること、このラジカル密度の低下
のため、加工後のパターン寸法が試料外周部で細くなること、試料周辺から導入されたラ
ジカルを発生しやすいガスは、試料周辺ではなく試料上方であって誘電体窓近傍のプラズ
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マ発生領域で解離されてラジカルを生じるため、減圧処理室内全体のラジカル密度は高ま
るものの減圧処理室内壁近傍のみのラジカル密度を高める効果が無くラジカル密度は均一
化されないこと、減圧処理室内壁近傍のみのラジカル密度を高めラジカル密度を均一化す
るためには、処理室内壁近傍、特に試料周辺においてプラズマ発生領域の形成が必要であ
ることがわかった。本発明は、これら知見に基づいて生まれたものである。
  以下、実施例により詳細に説明する。
【実施例１】
【００１２】
　本発明の第１の実施例について図１～図５Ｅを用いて説明する。図１は、無電極放電方
式の一つである誘導結合プラズマ方式のプラズマエッチング装置の全体概略構成図である
。なお、同一符号は同一構成要素を示す。このプラズマエッチング装置では、ガス供給機
構１６からガス導入機構１９を介して、エッチングガスが減圧処理室２０に供給される。
また、ターボ分子ポンプ２２と圧力制御用可変バルブ２３によって減圧処理室の排気速度
を調整することによって、圧力計２４でモニタされる処理室内のエッチングガスの圧力を
所望の値に設定することができる。また、アルミナ製の誘電体窓２６の外部に設置された
アンテナコイル１３に高周波電源１５から例えば１３．５６ＭＨｚの高周波電力を印加す
ることによって、アンテナコイル直下の誘電体窓２６の減圧処理室側にリング状のプラズ
マ生成部１７が形成される。このプラズマ生成部１７でエッチングガスからイオンとラジ
カルを生成し、このイオンとラジカルを拡散により輸送し、試料台１８に載置された試料
２１に照射できる構造になっている。また、試料台１８にはバイアス印加用の４００ｋＨ
ｚの高周波電源２９が整合器３０とローパスフィルタ３１を介して取り付けられており、
この高周波電源２９から高周波電圧を印加することによって、試料２１に負電圧を発生さ
せ、減圧処理室２０の内部の正イオンを加速して照射することができる。これとは別に、
プラズマ発生用の４０ＭＨｚの高周波電源２が整合器３２とハイパスフィルタ３３を介し
て試料台１８に接続されており、この高周波電源２から高周波電力を投入することによっ
て試料２１の外周部にリング状のプラズマ生成領域１を形成することができる。このよう
に周波数の異なる二つの高周波電源２および２９を試料台１８に取り付けることによって
、正イオンを加速するための負電圧とプラズマ発生を独立に制御できる特徴がある。
【００１３】
　また、試料台１８の外周部には誘電体製の絶縁リング３５が載置されている。この絶縁
リング３５には、図２Ａに示すように同心円状に添加ガスを供給するためのガス導入用穴
４０が５６個等間隔で配置されており、ガス供給機構３６から供給される添加ガスを試料
２１の外周部に導入できる構造となっている。この装置を用いて、Φ３００ｍｍのシリコ
ン基板上に１００ｎｍ厚かつ５０ｎｍ幅のラインパターンの酸化膜マスクを形成した試料
をエッチングした。なお、ガス導入用穴は、前記試料の最外周から試料直径の１／５以内
の位置が望ましい。
【００１４】
　まず、エッチングガスとして、塩素、臭化水素と酸素の混合ガスをガス導入機構１９か
ら導入し、ガス導入穴４０からは添加ガスは供給せず、プラズマ発生用の高周波電源２か
らは高周波電圧は印加せず、バイアス用の高周波電源２９から高周波電圧を印加してシリ
コン基板のエッチングを行った。この際の、試料表面近傍の酸素ラジカル濃度分布を図３
Ａに示す。試料２１の中央部で酸素ラジカル濃度が高く、外周部で低くなっていることが
わかる。この際の加工後の試料のパターンの寸法の径方向分布を図３Ｂに示す。パターン
寸法は、酸素ラジカル濃度分布と同様に、シリコン基板の中央部で太く、試料の外周部で
細くなっていることがわかる。したがって、試料２１の外周部で酸素ラジカルの密度が低
下していることが原因であることがわかった。
【００１５】
　そこで、試料外周部の酸素ラジカル密度を増やすべく、ガス導入穴４０から酸素ガスを
１０ｓｃｃｍ添加してエッチングした。この際の、試料表面近傍の酸素ラジカル濃度分布
を図４Ａに示す。酸素ラジカル濃度は全体に増加したが、試料の中央部で酸素ラジカル濃
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度が高く、外周部で低い状況は変わらない。この際の加工後の試料のパターンの寸法の径
方向分布を図４Ｂに示す。パターン寸法は全体に太くなったが、試料２１の中央部が太く
、試料の外周部が細い状況は変わっていない。
【００１６】
　そこで、さらにプラズマ生成用の高周波電源２から１００Ｗの高周波電力を投入してエ
ッチングを行った。この際の、試料表面近傍の酸素ラジカル濃度分布を図５Ａに示す。ウ
エハ（試料）中央部の酸素ラジカル濃度が減少するとともに外周部の酸素ラジカル濃度が
増加して、酸素ラジカル濃度が均一になっていることがわかる。この際の加工後の試料の
パターンの寸法の径方向分布を図５Ｂに示す。試料の外周部のパターンの寸法が増加し、
パターン寸法が試料面内でほぼ均一になった。
【００１７】
　つぎに、ガス導入用穴４０のピッチの影響について検討した。図２Ｂおよび図２Ｃは、
ガス導入用穴４０の個数がそれぞれ５６個の場合および８個の場合のラジカル分布を等高
線でそれぞれ表示している。いずれの場合も、穴近傍のラジカル密度が高く離れるにした
がって、低くなっている。図２Ｂの場合、穴数が多いため、ウエハ面内では同心円状のラ
ジカル分布が実現できている。一方、図２Ｃ場合は穴数が少ないため、ウエハ面内でも、
ラジカル分布は同心円ではなく、円周方向で濃度の高い部分と低い部分が見られる。この
円周方向のラジカル濃度ムラは、穴のピッチａと穴とウエハ（最外周）の間の距離ｂの比
率ａ／ｂと非常に密接な相関がある。この関係を調べた結果を図２Ｄに示す。ａ／ｂが小
さくなるに従って、ラジカル濃度ムラは低減され、ａ／ｂが１以下ではほとんど濃度ムラ
がなくなっていることがわかる。すなわち、ガス導入用穴４０のピッチはウエハと穴の間
の距離より短くすることが望ましい。また、穴のピッチを極限まで短くした構造、すなわ
ち、図２Ｅに示すようにスリット状のガス導入機構にすればさらに均一なガス供給ができ
ると考えられる。
【００１８】
　つぎに、ガス導入穴４０の位置の影響について検討した。前述の構成で、ガス導入穴４
０を誘電体窓２６の最外周に設けて、図５Ａと同様にウエハ近傍のラジカル濃度分布を調
べた結果を図５Ｃに示す。ラジカル濃度は全体に増加するものの外周部のラジカル濃度が
低い状況はそのままである。加工後の試料のパターンの寸法の径方向分布を図５Ｄに示す
。パターン寸法は全体に太くなったが、試料の中央部が太く、試料の外周部が細い状況は
変わっていない。すなわち、ガス導入穴４０が試料の外周にあっても、試料から離れてい
ると効果が得られないことがわかる。ガス添加の効果の有無を左右しているのが、ガス導
入穴４０とウエハの間の距離ｂとガス導入穴４０と誘電体窓２６の間の距離ｃである。ウ
エハ近傍のラジカル濃度分布の均一性とｂ／（ｂ＋ｃ）の関係を図５Ｅに示す。ｂ／（ｂ
＋ｃ）が０．５より小さい範囲では、ｂ／（ｂ＋ｃ）に比例して、ラジカル濃度分布の均
一性もよくなっていることがわかる。すなわち、ガス添加によるラジカル分布均一化の効
果をうるには、ガス導入穴４０が誘電体窓２６よりウエハに近いということが必要条件に
なることがわかる。
【００１９】
　本実施例では、プラズマ発生用の高周波電源２の周波数を４０ＭＨｚとしたが、４ＭＨ
ｚ以上の高周波電源であれば、いかなる周波数に設定しても同様の効果が得られる。また
、本実施例では、バイアス印加用の高周波電源２９の周波数を４００ｋＨｚとしたが、１
００ｋＨｚ以上で、かつ、プラズマ発生用の高周波電源２の周波数より低ければ、いかな
る周波数に設定しても同様の効果が得られる。また、本実施例では試料台１８の外周部に
載置した絶縁リング３５の上に、添加ガス用のガス導入穴４０を設けたが、試料の外周で
かつ、誘電体窓２６より試料２１に近い位置であれば同様の効果がある。ガス導入穴４０
のピッチに関しては、ガス導入穴４０と試料間の距離よりも、ピッチが短ければ同様の効
果が得られる。また、本実施例では、誘導結合プラズマ方式のプラズマエッチング装置を
用いたが、無電極放電方式のプラズマエッチング装置であれば、同様の効果が得られる。
本実施例では、添加ガスとして酸素を用いたが、エッチングガスや試料構造が異なれば、
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他の添加ガスでも同様の効果が得られる。
【００２０】
　以上、本実施例によれば、無電極方式のプラズマエッチング装置において、試料外周周
辺でラジカルを発生させることによりラジカル密度を均一化し、エッチングの均一性を向
上させることのできるプラズマエッチング装置を提供することができる。また、バイアス
印加用の高周波電圧とプラズマ発生用の高周波電電圧の両者を試料台に印加するため、構
造が単純でありコストの増加を低減できる。
【実施例２】
【００２１】
　本発明の第２の実施例について図６～図９Ｂを用いて説明する。なお、実施例１に記載
され本実施例に未記載の事項は特段の事情が無い限り本実施例にも適用することができる
。図６は、本実施例に係る有磁場マイクロ波プラズマエッチング装置の全体概略構成図で
ある。このプラズマエッチング装置では、エッチングガスは、ガス供給ユニット１６から
、石英製の誘電体窓２６の内部に作られたガス貯め１０を経て、誘電体窓２６の減圧処理
室側に設けられた複数の穴１１（シャワープレート構造）から、減圧処理室２０の内部に
導入される。また、ターボ分子ポンプ２２と圧力制御用可変バルブ２３によって減圧処理
室２０の排気速度を調整することによって、処理室内のエッチングガスの圧力を所望のち
に設定することができる。また、マグネトロン５３で生成されたマイクロ波が導波管５４
、空洞共振部５５、誘電体窓２６を経て、減圧処理室内に供給される構造になっており、
このマイクロ波が作る横方向の電界と、コイル５６の作る縦方向の静磁場の相互作用によ
って処理室上部にプラズマ生成部１７を形成できる構造になっている。
【００２２】
　このプラズマ生成部１７でエッチングガスからイオンとラジカルを生成し、このイオン
とラジカルを拡散により輸送し、試料台１８に載置された試料２１に照射できる構造にな
っている。また、試料台１８にはバイアス印加用の４００ｋＨｚの高周波電源２９が整合
器３０とローパスフィルタ３１を介して取り付けられており、この高周波電源２９から高
周波電圧を印加することによって、試料２１に負電圧を発生させ、減圧処理室２０の内部
の正イオンを加速して照射することができる。これとは別に、プラズマ発生用の２７ＭＨ
ｚの高周波電源２が整合器３２とハイパスフィルタ３３を介して試料台１８に接続されて
おり、この高周波電源２から高周波電力を投入することによって試料２１の外周部にリン
グ状のプラズマ生成領域１を形成することができる。特に有磁場マイクロ波プラズマエッ
チング装置のように減圧処理室内に縦方向の静磁場を有する装置では、プラズマ発生用の
高周波電源２から供給される電力が試料２１の外周部に作る横方向の電界と、コイル５６
の作る縦方向の静磁場の相互作用によって、試料２１の外周部のみに効率的にプラズマを
生成することができる。このように周波数の異なる二つの高周波電源２および２９を試料
台１８に取り付けることによって、正イオンを加速するための負電圧とプラズマ発生を独
立に制御できる特徴がある。
【００２３】
　また、試料台１８の外周部には誘電体製の絶縁リング３５が載置されている。実施例１
の図２Ａと同様に、この絶縁リング３５には、図２Ａに示すように同心円状に添加ガスを
供給するためのガス導入穴４０が配置されており、ガス供給機構３６から供給される添加
ガスを試料２１の外周部に導入できる構造となっている。
【００２４】
　この装置を用いて、Φ３００ｍｍのシリコンウエハ上に３００ｎｍ厚のＳｉ３Ｎ４膜を
堆積させ、その上に２００ｎｍ厚かつ５０ｎｍ幅のラインパターンの有機材料のマスクを
形成した試料をエッチングした。
【００２５】
　まず、エッチングガスとして、ガス供給機構１６からＣＨＦ３とＡｒの混合ガスを供給
し、ガス導入穴４０からは添加ガスは供給せず、プラズマ発生用の高周波電源２からは高
周波電力を供給せず、バイアス用の４００ｋＨｚの高周波電源２９からのみ高周波電圧を
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印加してエッチングを行った。この際の、試料表面近傍のＣｘＦｙ系ラジカル濃度分布を
図７Ａに示す。試料２１の中央部でラジカル濃度が高く、外周部で低くなっていることが
わかるこの際の加工後の試料２１のパターンの寸法の径方向分布を図７Ｂに示す。パター
ン寸法は、ＣｘＦｙ系ラジカル濃度分布と同様に、試料２１の中央部で太く、試料２１の
外周部で細くなっていることがわかる。すなわち、試料２１の外周部でＣｘＦｙ系のラジ
カルの密度が低下していることが原因であることがわかった。
【００２６】
　そこで、試料外周部のＣｘＦｙ系のラジカルの密度を増やすべく、添加ガス導入用のガ
ス導入穴４０からＣＨ２Ｆ２を１０ｓｃｃｍ添加してエッチングした。この際の、試料表
面近傍のラジカル濃度分布を図８Ａに示す。ＣｘＦｙ系ラジカル濃度は全体に増加したが
、試料２１の中央部でラジカル濃度が高く、外周部で低い状況は変わらない。この際の加
工後の試料のパターンの寸法の径方向分布を図８Ｂに示す。パターン寸法は全体に太くな
ったが、試料２１の中央部が太く、試料２１の外周部が細い状況は変わっていない。
【００２７】
　そこで、さらにプラズマ生成用の高周波電源２から５０Ｗの高周波電力を投入してエッ
チングを行った。試料２１の外周部のパターンの寸法が増加し、パターン寸法が試料面内
でほぼ均一になった。
【００２８】
　そこで、さらにプラズマ生成用の高周波電源２から１００Ｗの高周波電力を投入してエ
ッチングを行った。この際の、試料表面近傍のＣｘＦｙ系ラジカル濃度分布を図９Ａに示
す。ウエハ(試料)中央部のラジカル濃度が減少するとともに外周部のラジカル濃度が増加
して、ラジカル濃度が均一になっていることがわかる。この際の加工後の試料のパターン
の寸法の径方向分布を図９Ｂに示す。試料の外周部のパターンの寸法が増加し、パターン
寸法が試料面内でほぼ均一になった。
【００２９】
　本実施例では、プラズマ発生用の高周波電源２の周波数を２７ＭＨｚとしたが、４ＭＨ
ｚ以上の高周波電源であれば、いかなる周波数に設定しても同様の効果が得られる。また
、本実施例では、バイアス印加用の高周波電源２９の周波数を４００ＫＨｚとしたが、１
００ｋＨｚ以上で、かつ、プラズマ発生用の高周波電源２の周波数より低ければ、いかな
る周波数に設定しても同様の効果が得られる。また、本実施例では試料台１８の外周部に
載置した絶縁リング３５の上に、添加ガス用のガス導入穴４０を設けたが、試料の外周で
かつ、誘電体窓２６より試料２１に近い位置であれば同様の効果がある。また、本実施例
では、有磁場マイクロ波プラズマ方式のプラズマエッチング装置を用いたが、無電極放電
方式のプラズマエッチング装置であれば、同様の効果が得られる。本実施例では、添加ガ
スとしてＣＨ２Ｆ２を用いたが、フロロカーボンガスであれば同様の効果が得られる。ま
た、エッチングガスや試料構造が異なれば、他の添加ガスでも同様の効果が得られる。
【００３０】
　以上、本実施例によれば、無電極方式のプラズマエッチング装置において、試料外周周
辺でラジカルを発生させることによりラジカル密度を均一化し、エッチングの均一性を向
上させることのできるプラズマエッチング装置を提供することができる。また、バイアス
印加用の高周波電圧とプラズマ発生用の高周波電電圧の両者を試料台に印加するため、構
造が単純でありコストの増加を低減できる。
【実施例３】
【００３１】
　本発明の第３の実施例について図１０～図１３を用いて説明する。なお、実施例１又は
２に記載され本実施例に未記載の事項は特段の事情が無い限り本実施例にも適用すること
ができる。図１０は、本実施例に係るマイクロ波エッチング装置の全体概略構成図である
。このプラズマエッチング装置では、エッチングガスは、ガス供給ユニット１６から、石
英製の誘電体窓２６の内部に作られたガス貯め１０を経て、誘電体窓２６の減圧処理室側
に設けられた複数の穴１１（シャワープレート構造）から、減圧処理室２０の内部に導入
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される。また、ターボ分子ポンプ２２と圧力制御用可変バルブ２３によって減圧処理室２
０の排気速度を調整することによって、減圧処理室内のエッチングガスの圧力を所望のち
に設定することができる。また、マグネトロン５３で生成されたマイクロ波が導波管５４
、空洞共振部５５、誘電体窓２６を経て、減圧処理室内に供給される構造になっており、
投入されたマイクロ波の電力によって誘電体窓２６の近傍にプラズマ生成部１７を形成で
きる構造になっている。
【００３２】
　このプラズマ生成部１７でエッチングガスからイオンとラジカルを生成し、このイオン
とラジカルを拡散により輸送し、試料台１８に載置された試料２１に照射できる構造にな
っている。また、試料台１８にはバイアス印加用の４００ｋＨｚの高周波電源２９が整合
器３０とローパスフィルタ３１を介して取り付けられており、この高周波電源２９から高
周波電圧を印加することによって、試料２１に負電圧を発生させ、減圧処理室２０の内部
の正イオンを加速して照射することができる。
【００３３】
　また、試料台１８の外周部には誘電体製の絶縁リング３５が載置されている。実施例１
の図と同様に、この絶縁リング３５には、図２Ａに示すように同心円状に添加ガスを供給
するためのガス導入穴４０が配置されており、ガス供給機構３６から供給される添加ガス
を試料２１の外周部に導入できる構造となっている。
【００３４】
　また、絶縁リング上には、ガス導入穴４０の外側には試料台１８から絶縁された電極４
１が搭載されている。この電極４１には、プラズマ発生用の２７ＭＨｚの高周波電源２が
整合器３２とハイパスフィルタ３３を介して試料台１８に接続されており、この高周波電
源２から高周波電力を投入することによって試料２１の外周部にプラズマ生成領域１を形
成することができる。このように試料台１８および絶縁された電極４１にそれぞれ周波数
の異なる二つの高周波電源２および２９を取り付けることによって、正イオンを加速する
ための負電圧とプラズマ発生を独立に制御できる特徴がある。
【００３５】
　この装置を用いて、Φ３００ｍｍのシリコンウエハ上に３００ｎｍ厚の有機膜を堆積さ
せ、その上に２０ｎｍ厚かつ５０ｎｍ幅のラインパターンのＳｉＯ２のマスクを形成した
試料をエッチングした。
【００３６】
　まず、エッチングガスとして、Ｏ２とＡｒの混合ガスを用い、添加ガスは供給せず、プ
ラズマ発生用の２７ＭＨｚの高周波電圧は印加せず、バイアス用の４００ｋＨｚの高周波
電圧を印加してエッチングを行った。加工後の試料２１の外周部の有機膜の加工形状を図
１１に示す。有機膜のパターン６０が試料２１の中心部に向かって倒れていることがわか
る。有機膜のパターンは酸素ラジカル密度分布が不均一になると倒れやすいことがわかっ
ている。研究の結果、試料２１の中央部に比べ、外周部の酸素ラジカル密度が低くなって
おり、酸素ラジカル密度分布が不均一になっていることが確認された。
【００３７】
　そこで、試料２１の外周部の酸素ラジカルの密度を増やすべく、添加ガス導入用のガス
導入穴４０から酸素を１０ｓｃｃｍ添加してエッチングした。加工後の試料２１の外周部
の有機膜の加工形状を図１２に示す。有機膜のパターン６０が試料２１の中心部に向かっ
て倒れていることがわかる。研究の結果、この方法では、試料２１の外周部の酸素ラジカ
ル密度が十分増えないことがわかった。
【００３８】
　そこで、さらにプラズマ生成用の高周波電源２から１００Ｗの高周波電力を投入してエ
ッチングを行った。この際の加工後の形状を図１３に示す。この場合には試料中心部へ向
かう倒れは見られなかった。また、試料の外周部のパターンの寸法が増加し、パターン寸
法が試料面内でほぼ均一になった。なお、加工後の断面形状に関し、実施例１におけるシ
リコン基板のエッチングや実施例２におけるＳｉ３Ｎ４膜のエッチングでも同様である。
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【００３９】
　本実施例では、プラズマ発生用の高周波電源２の周波数を２７ＭＨｚとしたが、４ＭＨ
ｚ以上の高周波電源であれば、いかなる周波数に設定しても同様の効果が得られる。また
、本実施例では、バイアス印加用の高周波電源２９の周波数を４００ＫＨｚとしたが、１
００ｋＨｚ以上で、かつ、プラズマ発生用の高周波電源２の周波数より低ければ、いかな
る周波数に設定しても同様の効果が得られる。また、本実施例では試料台１８の外周部に
載置した絶縁リング３５の上に、添加ガス用のガス導入穴４０を設けたが、試料の外周で
かつ、誘電体窓２６より試料２１に近い位置であれば同様の効果がある。また、本実施例
では、マイクロ波プラズマ方式のプラズマエッチング装置を用いたが、無電極放電方式の
プラズマエッチング装置であれば、同様の効果が得られる。本実施例では、添加ガスとし
て酸素を用いたが、エッチングガスや試料構造が異なれば、他の添加ガスでも同様の効果
が得られる。
【００４０】
　以上、本実施例によれば、無電極方式のプラズマエッチング装置において、試料外周周
辺でラジカルを発生させることによりラジカル密度を均一化し、エッチングの均一性を向
上させることのできるプラズマエッチング装置を提供することができる。また、試料周辺
のプラズマ発生領域形成用電極を試料台と絶縁して設けることにより、正イオンを加速す
るための負電圧とプラズマ発生を独立に制御することができる。
【００４１】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることも可能であり、また、ある実施例
の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部につ
いて、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００４２】
１…プラズマ生成領域、２…高周波電源、１０…ガス貯め、１１…ガス穴、１３…アンテ
ナコイル、１５…高周波電源、１６…ガス供給機構（ユニット）、１７…プラズマ生成部
、１８…試料台、１９…ガス導入機構、２０…減圧処理室、２１…試料、２２…ターボ分
子ポンプ、２３…圧力制御用可変バルブ、２４…圧力計、２６…誘電体窓、２９…高周波
電源、３０…整合器、３１…ローパスフィルタ、３２…整合器、３３…ハイパスフィルタ
、３５…絶縁リング、３６…ガス供給機構、４０…ガス導入穴、４１…電極、５３…マグ
ネトロン、５４…導波管、５５…空洞共振部、５６…コイル、６０…有機膜のパターン。
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